
略
　
歴

東
京
都
葛
飾
区
生
ま
れ
。
春
日
部
高
校
、
法
政
大
学

法
学
部
を
卒
業
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法

政
理
論
専
攻
修
了
・
京
都
大
学
博
士
（
法
学
）。
法

政
大
学
名
誉
教
授
。

昭
和
六
三
年
　
四
月
　
弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）

平
成
　
二
年
　
四
月
　
法
政
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
一
六
年
　
四
月
　
法
政
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

　
　
二
一
年
一
一
月
　
法
務
省
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
幹
事

　
　
二
八
年
　
六
月
　
公
益
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
常
務
理
事

　
　
三
〇
年
　
四
月
　
法
政
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
長

令
和
　
元
年
　
五
月
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
司
法
制
度
調
査
会
委
員
長

　
　
　
二
年
　
六
月
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
民
事
裁
判
手
続
に
関
す
る
委
員

会
幹
事

　
　
　
二
年
一
一
月
　
最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員

　
　
　
六
年
　
四
月
　
公
益
財
団
法
人
大
学
基
準
協
会
法
務
系
専
門
職
大
学

院
認
証
評
価
委
員
会
委
員

　
　
　
七
年
　
三
月
　
最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
　
令
和
七
年
六
月
二
三
日
　
第
二
小
法
廷
決
定

　
医
療
観
察
法
四
二
条
一
項
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
の
申
立
書
の
記
載
方

式
や
抗
告
申
立
て
の
期
間
等
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
、
立
法
政
策
の

問
題
で
あ
っ
て
、
憲
法
適
否
の
問
題
で
は
な
い
（
全
員
一
致
・
裁
判
長
）。

二
　
令
和
七
年
九
月
二
六
日
　
第
二
小
法
廷
判
決

　
令
和
六
年
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
当
時
に
お
い
て
、
公
職
選

挙
法
一
三
条
一
項
、
別
表
第
一
の
定
め
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
区
割
り
は
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
す
る
状
態
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
憲
法
一
四
条
一
項
等
に
違
反
し
な
い
と

し
た
多
数
意
見
の
結
論
に
賛
同
し
つ
つ
、
本
件
選
挙
区
割
り
の
下
で
行
わ

れ
た
小
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
間
の
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、
違

憲
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の
不
平
等
状
態
（
違
憲
状
態
）
で
あ
っ
た
と
の

意
見
を
付
し
た
。

三
　
令
和
七
年
一
二
月
二
三
日
　
第
二
小
法
廷
決
定

　
大
阪
府
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
の
各
規
定
と
軽
犯
罪
法
一
条
二
三
号
と
の
間
に
矛
盾
抵
触
は

な
く
憲
法
九
四
条
に
は
違
反
し
な
い
（
全
員
一
致
）。

四
　
令
和
八
年
一
月
九
日
　
第
二
小
法
廷
判
決

　
国
家
公
務
員
宿
舎
の
住
戸
に
つ
い
て
国
有
財
産
法
に
基
づ
く
使
用
許
可

を
受
け
た
県
は
、
そ
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
、
同
住
戸
の
占
有
者
に
対

す
る
国
の
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
明
渡
請
求
権
を
代
位
行
使
し
て
、
同
占

有
者
に
対
し
て
同
住
戸
の
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
意
見
付

加
）。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

　
制
定
さ
れ
た
法
が
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
法

に
関
す
る
充
実
し
た
解
釈
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
最

高
裁
判
所
の
判
例
が
果
た
す
役
割
が
誠
に
大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
実

の
紛
争
事
件
の
解
決
の
た
め
に
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
司
法
の
使
命
で
あ
る

以
上
、
そ
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め
に
適
切
な
法
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に

専
心
す
る
所
存
で
す
。「
法
律
学
は
、
実
現
す
べ
き
理
想
の
探
求
を
伴
わ
ざ

る
限
り
盲
目
で
あ
り
、
法
と
社
会
と
の
現
実
的
関
係
に
注
目
し
な
い
限
り
空

虚
で
あ
り
、
法
的
構
成
つ
ま
り
法
解
釈
の
厳
密
な
論
理
構
成
を
伴
わ
な
い
限

り
無
力
で
あ
る
」、
こ
れ
は
あ
る
高
名
な
民
法
研
究
者
の
言
葉
と
し
て
私
の

恩
師
か
ら
教
わ
っ
た
も
の
で
す
。
私
は
弁
護
士
だ
っ
た
当
時
か
ら
こ
の
言
葉

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
、
最
高

裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
、
当
事
者
の
主
張
を
よ
く
聴
き
、
謙
虚
に
、
そ
し
て

真
摯
に
職
務
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

高
須
順
一

最
高
裁
判
所
判
事

昭
和
三
四
年
一
〇
月
九
日
生

た
か

す

じ
ゅ
ん

い
ち


